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米沢市立東成中学校開校延期方針に関する決議



米沢市立東成中学校開校延期方針に関する決議（案） 

 

本市が令和 11 年度開校予定としている米沢市立東成中学校（以下「東成中学

校」という。）について、市長は財政状況を理由に３年間の開校延期を検討し、住

民説明会等を通じて理解を得た上で、改めて設置条例改正案を議会に提出したい

との方針を示している。 

しかし、東成中学校の開校は、地域の教育環境の改善と子供たちの学びを保障

するために、市と議会が長年にわたり議論を積み重ねてきた重要な取組であり、

これをさらに延期することは、地域間の公平性や市民の信頼に深刻な影響を及ぼ

すおそれがある。 

本市の財政状況が厳しさを増していることは議会としても十分に認識しており、

持続可能な財政運営の重要性については市長部局と認識を共有するものであるが、

条例で定められた開校時期を変更することは、市政運営の根幹に関わる重大な判

断であり、安易に延期を前提とすることは到底容認できない。 

よって、議会は以下の理由により、市長が示す東成中学校開校延期方針に対し、

適正な行政手続の履行と教育環境の確保が必要と考える。 

 

１ 条例に基づく行政執行の原則を確保する必要があること 

東成中学校の開校年度は、令和６年３月に議会が可決した設置条例において

「令和 11 年度開校」と明記されている。議会の指摘を受けて追加修正されたも

のの、条例改正を経ることなく、当初予算に設計費を計上しないことで事実上

の延期を進めることは、行政手続の適正性を欠くものであり、議会として是正

を求める必要がある。 

２ 教育行政の独立性を確保する必要があること 

教育委員会はこれまで、児童生徒の教育環境を最優先する姿勢を示してきた。

今回の延期方針は、教育委員会の十分な議論を経たものとは言い難く、財政判

断が教育行政に過度に影響を与えた可能性がある。教育行政の独立性を確保す

ることは、子供たちの教育環境を守る上で不可欠である。 

３ 市民及び議会の信頼を損なわないための透明性が必要であること 

延期方針が市長部局主導で示され、教育委員会の判断過程が十分に示されて

いないことは、市民及び議会の不信を招くおそれがある。特に延期を前提とし

た住民説明会の開催は、教育委員会が市長方針を追認したかのような誤解を生

じさせる可能性があり、慎重な対応が求められる。 

４ 地域間の教育環境格差を拡大させないための配慮が必要であること 

他の２校は令和８年度に統合される一方、東成中学校はもともと３年遅れの

令和 11 年度開校である。さらに３年延期されれば、合計６年の遅れとなり、地

域間の教育環境格差が拡大する懸念がある。公平性の確保は行政の基本的責務

である。 



５ 住民説明会を延期の根拠とすることは適切でないこと 

住民説明会は行政の説明責任を果たすための手続であり、延期を正当化する

ための手段ではない。条例改正は議会の議決を経て行われるべきであり、住民 

説明会を「延期の前提」とすることは行政手続の本旨を逸脱する。 

６ 財政状況への配慮を前提としつつ、行政が責任を持って財源確保を図ること 

財源調整基金の減少を理由に延期を検討しているが、財源調整基金は景気変

動や一時的な財政需要に備えてきたものであり、条例で定められた学校開校と

いう市の基本的な責務を果たす際には、その活用も含め行政が責任を持って財

源確保を図るべきである。財政状況の厳しさを踏まえつつも、条例に基づく行

政執行を適切に進めることが求められる。 

 

以上の理由により、議会は市長に対し、条例に基づく適正な行政運営と教育行

政への信頼回復のため、下記の事項を強く求め、ここに本決議を行う。 

 

記 

 

１ 条例に基づき、令和 11 年度開校を前提とした事業を遅滞なく進めること。 

２ 教育委員会の独立性を尊重するとともに、教育環境の改善を優先する従来の

方針を堅持すること。 

３ 開校延期を前提とした住民説明会の開催を直ちに中止し、条例に反しない正

しい行政手続に沿った説明責任を十分に果たすこと。 

４ 開校延期が必要であると判断する場合は、正規の手続として早期に設置条例

改正案を議会に提出し、議会の議論を経ること。 

５ 市民の教育委員会に対する信頼を損なわないよう、教育行政の判断過程を透

明化すること。 

 

以上、決議する。 

 

令和８年３月  日 

米沢市議会 


